
建設工事現場で働く労働者の安全意識を高めましょう！

建設従事者教目
（建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育）
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ほうじ逢謎薬鯛葵警携止閉誉（略称建災防） 圃
建災防とは建設業を営む事業主及び事業主の団体が会員となって、建設業における労働
災害の防止を目的として昭和３９年（１９６４年）９月に労働災害防止団体法に基づいて、
設立された公益団体です。



建設工事における労働災害の防止を徹底するた

めには、 建設工事における元方事業者、 関係請負

人等の事業者が労働災害を防止するための措置を

確実に実施するとともに、 建設工事現場で働く作業

員も労働災害防止の重要性を認識し、事業者が行
う措置に応じて必要な事項を遵守し、労働災害防
止活動に積極的に協力することが重要です。

　

とりわけ、 作業員の不安全行動等を防」とする観

点からすると、 事業者は、 作業員が守らなければな

らない労働安全衛生法等に示されている遵守事項

の基本的な事項を周知する必要があります。

近道行為

建設業における労働災害が着実に減少傾向にあ

る昨今においては、「災害」や「労働災害」といっ
たキーワードが、 どこか遠い存在になりつつあるので

はないでしょうか。 それゆえに、「このくらいは大丈

夫」や「みんながやっているから」などの安易な不

安全行動に繋がるものと推測できます。
建設従事者教育は、不安全行動等の防止を目

的として、建設業労働災害防止協会の都道府県支

部が専門機関として、 事業者に代わって安全衛生

教育を実施いたします。
近道行為

　

当協会が策定した「第８次建設業労働災害防
止５カ年計画」では、 第７次計画期間中の災害
発生状況から休業４日以上の死傷者数を１５％以上

減少させることを目標としており、 その目標を達成す

るために、 当協会が行う重点対策の一つとして本教

育の推進、 併せて、 会員企業が実施する主要な

対策として本教育の実施を掲げています。

　

「建設工事に従事する労働者に対する安全衛生

教育（建設従事者教育）」は、依頼者様の建設

現場に当協会の講師が出向いて実施することとして

おり、 その教育内容については、 基本的なか」キュ

ラムにご要望に応じた効果的な教育内容を盛り込む

ことが可能になっています。

貴社の安全衛生活動の更なる向上のため、 是

非、 本教育をご活用ください。

　

ｉｒｉ‐′

省略行為



ｕ漣護宿≧辱溜Ｅ越す萄勢禽縛証鱒訪筒籾塾潟矧扉猟鱒が納め雰まげ｛畔脇ぎ発つ

平成２９年３月１３日

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長、労働衛生課長、化学物質対策課長から

建設業労働災害防止協会会長に対して

「平成２９年度の建設業における安全衛生対策の推進に係る協力要請について」を発出

一部抜粋

建設工事従事者教育の徹底

　

「建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育について」（平成１５年３月２５日付け基安発

第０３２５００１号）に基づき、 建設現場で働く労働者が守らなければならない労働安全衛生法令の遵守

事項等の基本的事項についての教育の推進を図る。

また、 建設工事関係者連絡会議において、 発注者等にも周知し、 関係者の参加を勧奨する。
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平成１５年３月２５日
厚生労働省

　

労働基準局 安全衛生部長から
平成１５年３月２８日
国土交通省

　

大臣官房 技術調査課長から
建設業労働災害防止協会会長に対して
「平成１５年度における建設工事事故防止のための重

都道府県労働局長に対して
「建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育に
つし、て（基安発第０３２５００１号）」を発出

基安発第０３２５００１号

平成１５年３月２５日
都道府県労働局長

　

殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部長

建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育について

　

建設工事における労働災害を防．１とするためには、建設工事における元方事業者、関係請負人等の事業者が労働災害を防止するため
の措置を確実に実施するとともに的確な労働災害防止活動を実施することが必要であるが、併せて建設
工事現場で働く労働者も労働災害防止の重要性を認識し、事業者が行う措置に応じて必要な事項を遵守し、労働災害防止活動に積極
的に協力することが重要である。

　

こうした観点に立って、建設業労働災害防止協会では、今般、建設現場で働く労働者が守らなければならない労働安全衛生法の遵
守事項等の基本的事項について周知徹底するための教育手法を示した「建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育に関する指
針」を別添のとおり策定し、その普及を図ることとしているところである。
厚生労働省としても、建設業における労働災害を防止する上で、当該指針に基づいた教育の普及が重要と考えられることがら、貴
職におかれても、管内の建設業における当該指針に基づく建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育の普及に努められたい。

…国土交通省発注工事の工事成績評定に加点されます。＝
国土交通省発注の工事では施工業者が「建設従事者教育」を実施した場合、工事成績評定の際に「創
意工夫・安全衛生」の項目で、２点が加点されます。
なお、 地方自治体も国にならい、 工事成績で評価、 加点をしているところもあります。
詳しくは各発注機関にお問い合わせください。



１． 対象者

　

建設工事現場で直接建設工事の施工に従事する建設従事者です。

　

なお、 職長又は安全衛生責任者もこの教育の対象者に含めることは差し支えありません。
２， 実施者

　

最寄りの当協会都道府県支部が実施します。
３． 講師

　

建設工事についての最新の知識及び豊富な経験を有する方や労働安全衛生法令の専門家が講
師を担当します。
４．教育の実施場所

　

要請があった建設工事現場の作業所に、 当協会の講師が出向いて教育を実施します。
５．教育の実施時期及び受講頻度

　

（１）実施時期：建設工事の着手後、建設従事者の現場入場が出揃う時期の要請者が希望する
時期に実施します。

　

（２） 受講頻度：原則として現場単位で１年に１回とします。
６．１回あたりの受講者数

　

実技訓練を行いますので５０人程度としています。

　

なお、小規模工事で建設従事者の人数が２０人未満の場合でも、他工事と合同の教育も可能です。

　

詳細は、 最寄りの当協会都道府県支部へお問い合わせください。
７． 教育カリキュラム

　

学科４時間と実技２時間の６時間の教育です。

　

なお、 現場の作業工程の都合等の理由から、 建設従事者を集めることができない又は、まとまっ
た時間を確保できない場合等には、 学科と実技を２日間に分けて実施することも可能ですので、 当

協会都道府県支部にご相談ください。

科

　

目

　　　　　　　　　　　　　　　　

内

　

容

　　　　　　　　　　　　　　

時

　

間

１労働安全衛生関係法令

　　　　

事業者の責任と労働者の遵守義務

　　　　　　　　　

０．５時間

２ 安 全施工サイクルに

　　　　　　

安全施工サイクルの実施方法

　　　　　　　　　　　　

１．０時間

　

関する事項

　　　　　　　　　

（安全ミーティング、ＫＹ活動、現地ＫＹ、作業手順等）

３現場の労働安全衛生に

　　　　　

①現場での安全管理体制

　　　　　　　　　　　　　

１．５時間

関する具体的実施事項

　　　　

②現場での安全点検

　　　　　　　　　　　　　

③有害物、有害作業、有害場所等の健康障害防止

　　　　　　　　　　　　　

④その他労働安全衛生に関する具体的実施事項 ※

４労働災害の事例及び

　　　　　　

作業行動による労働災害防止対策

　　　　　　　　　

１．０時間

その対策

　　　　　　　　　　

（ヒューマンエラー関係を含む）

５実技訓練

　　　　　　　　　　　

①服装及び保護具（呼吸用保護具、保護帽、安全帯等） ２．０時間
（現場でできる実技体験訓練）

　　　

の適切な装着方法

　　　　　　　　　　　　　

②現場での合図の種類、方法及び確認

　　　　　　　　　　　　　

③適切な安全指示の方法と対応

　　　　　　　　　　　　　

④その他労働安全衛生に関する実技訓練 ※

合

　

計

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

６．０時 間

※ 現場の工事の種類や受講者の職種に応じた対応が可能です。



実技体験訓練の例
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のり面からの墜落災害防止のための安
全帯フック掛けの実技体験訓練

フルハーネス型安全帯のぶら下がり体験
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現地ＫＹの実地体験
※ひとり一人がこれから作業する現地で

設備や工具類等を点検しながら、危険
を予測し対策を立てて、 災害を防止し
ます。
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事業者（依頼者）

教育の実施依頼

建災防都道府県支部

（打合せ） 日程、 教育内容等の事前協議

実施承諾書の交付

実施する教育の企画・作成

教育の実施

修了証の交付

実施報告書の発行

教育の受講

実施報告書の提出

ｒ－修了証完膚霧餅扇鐘灘音馨り；強請デー…州”－斜紳－－ －－ －－「

　

この教育を修了した受講者全員に、 当該教育を実施したことを証する修了証を交付します。
また、本教育を依頼された事業者には、実施報告書を発行します。

〈修了証見本〉

　　　　　　　　　　　　　

〈実施報告書見本〉

表
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名

　

ｌ

　

生年月日

　

１

　　　　　

年

　　

月

　　

日生

　　

修了証番号

　

１発行年月日

　　　

事業者名

　

』

　

建設業労働災害防止闇会

　　　

支部

　

◎

　

１他．」．

　

，

　　

ｒ
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－
修
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氏

　

名

　

ｌ
生年月日

　

１

　　　　　

年

　　

月

　　

日生
修了証番号

　

１発行年月日

　　

事業者名

　

』
建設業労働災害防止闇会

　　　

支部

　

◎

婿△△－．●一００１号

建設工事に従事する労働者に対する

安全衛生教育実施報告書

００００建設工事共同企業体
０００工

　

事

　

作

　

業

　

所

　

殿

貴事業場における 『建設工事に従事

する労働者に対する安全衛生教育』裏

　

面
／

　　　　　　　　　　　　　　

、

生教育」を修了したことを証明するものです。

備考ｌ

を別紙のとおり実施いたしましたの

で、 ここに報告いたします。

平成

　　

年

　　

月

　　　

日

建設業労働災害防止協会
０

　

０

　

０

　

支

　

部

　

長

国
等
の
発
注
者



「建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育」
実

　

施

　

依

　

頼

　

書

平成

　　　

年

　　　

月

　　　

日

建設業労働災害防止協会

支部長

　

殿

会社（作業所）名

代

　　

表

　　

者

　　

名 ＥＰ

　

「建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育」の実施について、下記要領により申し込

みます。

１． 工事現場

　

作業所名

２． 所 在 地 電話

　　　

（

　　　

）

担当者名

３． 発 注 者

４， 工事概要

５． 教育日程 平 成

　　

年

　　　

月

　　　　

日 （

　　　

）

　　

時～

　　　

時

６． 教育対象者

　

の作業内容

教育対象者

　　　　　　

人



本教育に使用する主な教材

芸当雑芸物はイ．ツト

　

　　

　

　

　　　
　　　　　　　　
これだけ．調印っておきたし、安全闘沈の四ｕ電

実施のご依頼は建災防都道府県支部まで ′し，

支部名 電話番号

北海道 ０１１‐２６１‐６１８７

青

　　

森 ０１７‐７７３‐６２００

岩

　　

手 ０１９‐６２３‐４４１１

宮

　　

城 ０２２‐２２４－１７９７

秋

　　

田 ０１８‐８２３‐５４９９

山

　　

形 ０２３‐６４２‐３０３３

福

　　

島 ０２４‐５２２‐２２６６

茨

　　

城 ０２９‐３００‐４６３８

栃

　　

木 ０２８‐６３９‐３１３３

群

　　

馬 ０２７‐２５２‐７６６９

埼

　　

玉 ０４８‐８６２‐２５４２

干

　　

葉 ０４３‐２２５‐８５２４

東

　　

京 ０３‐３５５１‐５３７２

神 奈 川 ０４５‐２０１‐８４５６

新

　　

潟 ０２５‐２８５‐７１４１

富

　　

山 ０７６‐４７８‐４９００

支部名 電話番号

石

　　

川 ０７６‐２４４‐７１４６

福

　　

井 ０７７６‐２４‐１１９７

山

　　

梨 ０５５‐２２１‐８８１０

長

　　

野 ０２６‐２２８‐７２００

岐

　　

阜 ０５８‐２７６‐３７４３

静

　　

岡 ０５４‐２５５‐１０８０

愛

　　

知 ０５２‐２４２‐４４４１

三

　　

重 ０５９‐２２７‐５９２２

滋

　　

賀 ０７７‐５２２‐３２３２

京

　　

都 ０７５‐２３１‐６５８７

大

　　

阪 ０６‐６９４１‐２９６１

兵

　　

庫 ０７８‐９９７‐２３２３

奈

　　

良 ０７４２‐２２‐３３４５

和 歌 山 ０７３‐４３６‐１３２７

鳥

　　

取 ０８５７‐２４‐２２８１

島

　　

根 ０８５２‐２１‐９００４

支部名 電話番号

岡

　　

山 ０８６‐２２５‐４１３２

広

　　

島 ０８２‐２２８‐８２５０

山

　　

口 ０８３‐９２４‐３７４３

徳

　　

島 ０８８‐６２２‐３１１３

香

　　

川 ０８７‐８２１‐５２４３

愛

　　

媛 ０８９‐９４３‐５３３０

高

　　

知 ０８８‐８２２‐０３２１

福

　　

岡 ０９２‐４８３‐５１０１

佐

　　

賀 ０９５２‐２６‐２７７９

長

　　

崎 ０９５‐８２０‐７７５５

熊

　　

本 ０９６‐３７１‐３７００

大

　　

分 ０９７‐５３８‐０７４５

宮

　　

崎 ０９８５‐２０‐８６「０

鹿児島 ０９９‐２５７‐９２１１

沖

　　

縄 ０９８‐８７６‐５２７３

富

　　

山

　　　　

０７６‐４７８‐４９００
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回で見舞安全，
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霊園

　　　　　　

建設業労働災害防止協会 （略称：建災防）

　　　　　　　　

〒１０８‐００１４

　

東京都港区芝５丁目３５番２号

　

安全衛生総合会館７階

Ｌ じ

　　　　　

」
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０３‐３４５６‐０６「８（教育部直通）、０３‐３４５３‐８２０１（代表）
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０３‐３４５６‐２４５８
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